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(57)【要約】
【課題】レール側固定金具と壁側固定金具との溶接代と
、ガイドレールの位置調整代とを同時に容易に確保する
ことができるエレベータのガイドレール固定装置の提供
。
【解決手段】本発明は、昇降路壁１に固定される第１垂
直部３ａ、及び第１垂直部３ａに連設された第１水平部
３ｂを有する壁側固定金具３と、壁側固定金具３の第１
水平部３ｂに溶接される第２水平部７ａ、及び第２水平
部７ａに連設され、昇降体を案内するガイドレール６が
取り付けられる第２垂直部７ｂを有するレール側固定金
具７とを備えたエレベータのガイドレール固定装置にお
いて、壁側固定金具３の第１水平部３ｂのガイドレール
側端部に設けられ、ガイドレール６の背面部６ａの幅寸
法よりも大きな幅寸法を有し、ガイドレール６側に突出
する突出部３ｄと、突出部３ｄに設けられ、ガイドレー
ル６の背面部６ａの挿入が可能な凹部３ｅとを備えた構
成にしてある。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路壁に固定される第１垂直部、及び前記第１垂直部に連設された第１水平部を有す
る壁側固定金具と、前記壁側固定金具の前記第１水平部に溶接される第２水平部、及び前
記第２水平部に連設され、昇降体を案内するガイドレールが取り付けられる第２垂直部を
有するレール側固定金具とを備えたエレベータのガイドレール固定装置において、
　前記壁側固定金具の前記第１水平部の前記ガイドレール側端部に設けられ、前記ガイド
レールの前記背面部の幅寸法よりも大きな幅寸法を有し、前記ガイドレール側に突出する
突出部と、
　前記突出部に設けられ、前記ガイドレールの前記背面部の挿入が可能な凹部とを備えた
ことを特徴とするエレベータのガイドレール固定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエレベータのガイドレール固定装置において、
　前記レール側固定金具の前記第２水平部の長さ寸法と前記第２垂直部の長さ寸法を異な
らせたことを特徴とするエレベータのガイドレール固定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、昇降体を形成する乗かごや釣合おもり等の走行を案内するガイドレールを昇
降路壁に固定するエレベータのガイドレール固定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の従来技術として特許文献１に示されるものがある。図７は、この特許文献１に
対応する平面図で、この図７に示すように従来技術は、昇降路壁１０に固定される第１垂
直部１２ａ、及びこの第１垂直部１２ａに連設された第１水平部１２ｂを有する壁側固定
金具、すなわち壁側ブラケット１２を備えている。また、この従来技術は、壁側ブラケッ
ト１２の前述の第１水平部１２ｂに溶接される第２水平部１５ａ、及びこの第２水平部１
５ａに連設され、乗かごや釣合おもり等の昇降体を案内する図示しないガイドレールが取
り付けられる第２垂直部１５ｂを有するレール側固定金具、すなわちレール側ブラケット
１５を備えている。
【０００３】
　レール側ブラケット１５には切欠１５ｃが形成されており、この切欠１５ｃによってレ
ールブラケット１５に溶接部１３が設けられる一対の溶接側端部１５ｄが形成されている
。
【０００４】
　この従来技術は、壁側ブラケット１２が昇降路壁１０に固定され、レール側ブラケット
１５が壁側ブラケット１２に溶接され、レール側ブラケット１５に図示しないガイドレー
ルが取り付けられることにより、図示しないガイドレールは昇降路内において固定保持さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６０－１７３５６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述した従来技術は、レール側ブラケット１５の溶接側端部１５ｄによって溶接部１３
を形成する溶接代を確保することができる。しかし、図示しないガイドレールの位置調整
のために、レールブラケット１５を同図７の右方向に動かそうとすると、前述した溶接代
が短くなり、図示しないガイドレールの固定が不安定となる虞がある。
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【０００７】
　このように前述した従来技術は、レール側ブラケット１５すなわちレール側固定金具と
、壁側ブラケット１２すなわち壁側固定金具とを溶接する溶接代と、図示しないガイドレ
ールの位置調整代とを同時に確保することが困難な問題があった。
【０００８】
　本発明は、前述した従来技術における実情からなされたもので、その目的は、レール側
固定金具と壁側固定金具との溶接代と、ガイドレールの位置調整代とを同時に容易に確保
することができるエレベータのガイドレール固定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明に係るエレベータのガイドレール固定装置は、昇降
路壁に固定される第１垂直部、及び前記第１垂直部に連設された第１水平部を有する壁側
固定金具と、前記壁側固定金具の前記第１水平部に溶接される第２水平部、及び前記第２
水平部に連設され、昇降体を案内するガイドレールが取り付けられる第２垂直部を有する
レール側固定金具とを備えたエレベータのガイドレール固定装置において、前記壁側固定
金具の前記第１水平部の前記ガイドレール側端部に設けられ、前記ガイドレールの前記背
面部の幅寸法よりも大きな幅寸法を有し、前記ガイドレール側に突出する突出部と、前記
突出部に設けられ、前記ガイドレールの前記背面部の挿入が可能な凹部とを備えたことを
特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るエレベータのガイドレール固定装置によれば、レール側固定金具と壁側固
定金具との溶接代と、ガイドレールの位置調整代とを同時に容易に確保することができる
。これにより本発明は、ガイドレールを昇降路内に固定する固定作業の能率を従来に比べ
て向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ガイドレールを昇降路壁に最も近い位置に固定したときの本発明に係るエレベー
タのガイドレール固定装置の一実施形態を示す平面図である。
【図２】図１に示す本実施形態の側面図である。
【図３】本実施形態に備えられる壁側固定金具を示す図で、（ａ）図は平面図、（ｂ）図
は側面図である。
【図４】本実施形態に備えられるレール側固定金具を示す図で（ａ）図は正面図、（ｂ）
図は側面図、（ｃ）図は底面図である。
【図５】ガイドレールを昇降路壁から最も離れた位置に固定したときの本実施形態を示す
平面図である。
【図６】図５に示す本実施形態の側面図である。
【図７】従来技術の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係るエレベータのガイドレール固定装置の実施の形態を図面に基づいて
説明する。
【００１３】
　図１，２に示すように、本実施形態に係るエレベータのガイドレール固定装置は、昇降
路壁１にアンカボルト２によって固定される第１垂直部３ａ、及び第１垂直部３ａに連設
される第１水平部３ｂを有する壁側固定金具３を備えている。また本実施形態は、壁側固
定金具３の第１水平部３ｂに溶接される第２水平部７ａ、及び第２水平部７ａに連設され
、昇降体を構成する乗かご、釣合おもり等を案内するガイドレール６がレールクリップ５
によって取り付けられる第２垂直部７ｂを有するレール側固定金具７を備えている。
【００１４】
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　本実施形態に備えられる壁側固定金具３は、図３に示すように、第１水平部３ｂのガイ
ドレール６側端部に設けられ、ガイドレール６の背面部６ａの幅寸法よりも大きな幅寸法
を有し、乗かご８や昇降路内機器９と干渉しない範囲（図１参照）でガイドレール６側に
突出する突出部３ｄを備えている。また、この壁側固定金具３は、図１に示す乗かご８や
昇降路内機器９と干渉しないよう、同図３に示すように、突出部３ｄに設けられ、ガイド
レール６の背面部６ａの挿入が可能な凹部３ｅを備えている。第１垂直部３ａには、前述
したアンカボルト２が挿入されるボルト穴３ｃを形成してある。
【００１５】
　また、本実施形態に係るレール側固定金具７は、図４に示すように、第２水平部７ａの
長さ寸法と、第２垂直部７ｂの長さ寸法を異ならせてある。例えば、第２水平部７ａの長
さ寸法に比べて、第２垂直部７ｂの長さ寸法を長く設定してある。また、このレール側固
定金具７の第２垂直部７ｂには、前述したレールクリップ５が挿入可能な穴部７ｃを形成
してあり、第２水平部７ａにも、前述したレールクリップ５が挿入可能な穴部７ｄを形成
してある。
【００１６】
　図１，２に示すように、ガイドレール６を昇降路壁１に最も近い位置に固定した形態に
あっては、レール側固定金具７の第２垂直部７ｂの穴部７ｃにレールクリップ５が挿入さ
れることによってガイドレール６がレール側固定金具７に固定されている。
【００１７】
　図１，２に示すガイドレールの固定形態とは異なって、図５，６に示すように、ガイド
レール６を昇降路壁１から最も離れた位置に固定した形態にあっては、図４に示したレー
ル側固定金具７の図１，２に示した第２水平部７ａが、第３垂直部７ｆとして活用され、
図１，２に示したレール側固定金具７の第２垂直部７ｂが、第３水平部７ｅとして活用さ
れている。したがって、レール側固定金具７の第３垂直部７ｆの穴部７ｄに挿入されたレ
ールクリップ５によって、ガイドレール６は固定されている。
【００１８】
　例えば、図１，２に示す固定形態にレールブラケット６を固定する作業は、以下の手順
で行われる。
【００１９】
　はじめに、壁側固定金具３を位置決めした状態で、この壁側固定金具３の第１垂直部３
ａのボルト穴３ｃにアンカボルト２を打ち込み、このアンカボルト２によって壁側固定金
具３を昇降路壁１に固定する。
【００２０】
　次に、レール側固定金具７の穴部７ｃにレールクリップ５を挿入し、このレールクリッ
プ５によってガイドレール６を把持させる。
【００２１】
　この状態において、レール側固定金具７を壁側固定金具３に対して、すなわち水平面内
において、前後方向及び左右方向に動かしてガイドレール６の位置を調整する。このとき
、ガイドレール６の背面部６ａは壁側固定金具３の凹部３ｅ内に挿入される。
【００２２】
　ガイドレール６の位置調整後、レール側固定金具７の第２水平部７ａの両側端部と、壁
側固定金具３の第１水平部３ｂとを溶接し、溶接部４を形成する。このようにしてガイド
レール６は昇降路壁１に固定される。
【００２３】
　また、図５，６に示す固定形態にガイドレール６を固定する際には、レール側固定金具
７の短尺となる第３垂直部７ｆ（図１，２の第２水平部７ａ）にガイドレール６を取り付
けた状態で、壁側固定金具３の第１水平部３ｂ上に載置した第３水平部７ｅ（図１，２の
第２垂直部７ｂ）を、水平面内の前後方向及び左右方向に動かしてガイドレール６の位置
を調整する。このときガイドレール６の背面部６ａは、壁側固定金具３の凹部３ｅから離
脱した状態となる。



(5) JP 2015-231906 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

【００２４】
　ガイドレール６の位置調整後、レール側固定金具３の第１水平部３ｂ、及び突出部３ｄ
上に位置する第３水平部７ｅの部分の両側部を溶接して、溶接部４を形成する。このよう
にしてガイドレール６は昇降路壁１に固定される。
【００２５】
　以上のように本実施形態によれば、ガイドレール６の固定に際して、前述したように、
壁側固定金具３の第１水平部３ｂ上、及びこの第１水平部３ｂのガイドレール６側端部に
位置する突出部３ｄ上に、レール側固定金具７の第２水平部７ａ、あるいは第３水平部７
ｅを設置して、ガイドレール６の背面部６ａが壁側固定金具３の凹部３ｅ内を移動させる
ようにして、あるいは凹部３ｅから離脱させるようにして、ガイドレール６の位置調整を
行い、位置調整後に、レール側固定金具７の図１，２に示す第２水平部７ａと壁側固定金
具３の第１水平部３ｂとを溶接し、あるいは図５，６に示す第３水平部７ｅと第１水平部
３ｂ及び突出部３ｄとを溶接するようにしてある。
【００２６】
　これにより本実施形態は、レール側固定金具７と壁側固定金具３との溶接代と、ガイド
レール６の位置調整代とを同時に容易に確保することができ、ガイドレール６を昇降路内
に固定する固定作業の能率を向上させることができる。
【００２７】
　また本実施形態は、図１，２に示す状態において、レール側固定金具７の第２水平部７
ａの長さ寸法に比べて第２垂直部７ｂの長さ寸法を長く設定したことから、図１，２に示
すガイドレール６の固定状態とすることができるとともに、レール側固定金具７の配置形
態を変更することにより、図５，６に示すガイドレール６の固定状態とすることができ、
これによりガイドレール６の十分に長い位置調整代を確保することができる。
【００２８】
　なお、本実施形態の突出部３ｄは、ガイドレール６の背面部６ａの幅寸法よりも大きな
幅寸法を有していれば、その機能を果たすものである。即ち、凹部３ｅ内にガイドレール
６の背面部６ａを位置させることができるものであれば、レール側固定金具７の幅寸法よ
りも突出部３ｄの幅寸法が小さくても、レール側固定金具７の裏面側で突出部３ｄとレー
ル側固定金具７との間に溶接部４を形成できるためである。しかし、突出部３ｄの幅寸法
をレール側固定金具７の幅寸法よりも大きな幅寸法を有するように形成すれば、レール側
固定金具７の表面側で突出部３ｄとレール側固定金具７との間に溶接部４を形成する作業
を行うことができるため、作業性が向上し、作業時間の短縮を図ることができ、以ってコ
ストの低減が可能となる。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　昇降路壁
　３　　壁側固定金具
　３ａ　第１垂直部
　３ｂ　第１水平部
　３ｃ　ボルト穴
　３ｄ　突出部
　３ｅ　凹部
　４　　溶接部
　６　　ガイドレール
　６ａ　背面部
　７　　レール側固定金具
　７ａ　第２水平部
　７ｂ　第２垂直部
　７ｅ　第３水平部
　７ｆ　第３垂直部
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　８　　乗かご
　９　　昇降路内機器

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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【図６】
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【図７】
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